














  若年女性への支援について～１０代親への子育て支援～              

東洋大学社会学部 教授 森田 明美  

 昨今の女性福祉においては、１０代後半から２０代前半を中心として、困難を抱えた若年女性への支援

が課題となっています。本号では、若年女性を取り巻く現状や課題等について、特に１０代女性を中心と

した妊娠、出産、子育て等の問題について研究されている東洋大学社会学部社会福祉学科教授の森田明美

氏に御寄稿いただきました。 

 10代女性の中で、出産する女性の割合は、
2000年5.5％であったが、2010年は4.6％．2016年
には3.8％に下がっている（15歳以下を含めた
数）。妊娠した場合に出産する人の割合は、
2004年には34.9％であったものが、2016年には
43.1％に増えている。10代の妊娠・出産の近年
の特徴は、全女性における出産女性の割合の減
少と中絶する人の割合の減少という傾向と同様
である。 
 日本社会では、総体として少子化問題は深刻
であり、そのことへの対策は多様にとられてい
るが、10代親を特別な支援が必要な対象として
はほとんどとらえていない。なぜ、注目がこれ
ほど遅れたのであろう。戦前日本では10代の出
産はそれほど珍しいことではなかったし、また
戦後も20代前半の年齢で第一子を出産する女性
が多かったため、徐々に増えてきた10代の出産
について少数の出産であるために、それほど気
に留める人もいなかったのかもしれない。 
 筆者が、2002年に10代で出産した親について
東京都保育士会と一緒に調査研究を行うことに
なったのは、保育所で急増していた「ヤンマ
マ」と呼ばれた、特別な装いと言葉遣いによっ
て目立った母親たちの子育て実態の理解のため
であった。 保育士たちは「どの親も同様に支援
している」という程度の認識であった。より深
く生活にかかわっているはずの母子生活支援施
設でも、母子指導員は、10代親の暮らしの実際
と支援の固有性について「10代でも40代でも支
援方法に違いはない」という認識であった。21
世紀初めのこの時期は、目立つほどに10代での
出産数は多かったが、10代親について、コミュ
ニケーションは取りにくいが、特別に支援をし
なければならない対象としては捉えられていな
かったのである。 

 こうした10代親を個別支援の対象として位置
づけることになったのは、虐待で子どもを殺し
てしまう親の年齢が10代の割合が多いことが顕
在化していく中でのことであった。とりわけ、
2005年に虐待死の検証が始まったことによっ
て、2009年の第5回報告では10代親の危険度につ
いて警鐘がならされることになった。 
 家族を中心とした私的な支援がある場合に
は、地域で母子保健による一般的な支援を利用
しながら妊娠・出産が進んでいく。その場合に
は、たとえそれが10代親であっても妊婦の年齢
が問題になることはほとんどない。 
 だが、10代親が中学・高校に在学中であった
りすると、その所属が継続できるかどうかで問
題が発生する。それは中学・高校という就学を
優先する場では、妊娠ということはあってはな
らないことであるから、「不純異性交際」少年
非行との関係で妊娠をとらえることになる。妊
娠の継続と、学業の継続を両立するという発想
にならないのである。 
 だから、多くの家庭や学校では、就学中の10
代で妊娠することはありえないことであり、予
期しない妊娠は危険であり、就学を優先する時
期の子どもには子育てができないのだから子育
てをさせることは想定しないことになる。その
結果として、在学している生徒の妊娠への対応
は、12週までならば中絶をするか、妊娠を継続
して出産・子育てをするなら、学校は退学をす
るという判断が当然のようにされていたと思わ
れる。中学・高校では妊娠・出産・子育てをし
ながら就学するということを考えてこなかった
のである。 
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 10代での妊娠は特別な人の選択であり、母が
予期しない妊娠のために支援が必要ならば保護
を行ってきた。家庭で子育てができなければ子
どもを母から分離して保護してきた。つまり、
出産・子育てをする支援の対象としては可視化
されてこなかったので、支援の対象として考え
ることはなかったのではないかと思われる。 
 このように日本の10代の出産・子育てについ
ては、日頃は、身近なところにはいない少数の
出産であるため、ほとんど気にされていない。
だが、実は気をつけて新聞報道から虐待死など
の子どもの年齢と保護者の年齢を比較しながら
読んでいると、10代親の該当件数がかなり多い
ことに気づく。虐待の記事として書かれる時
は、大方、親役割を果たさなかった「保護者」
として社会の批判の対象となっている。だが、
その後も実態はほとんど明らかにされず、また
支援も特別に作られることなく、危険だといわ
れているだけにとどまっているのである。 
 そうしたことも影響し、10代親の妊娠・出
産・子育ての孤立度は強く、本研究で知り合
い、意見交換をした10代親を子育ての主体とし
て位置づけ、それを支援する活動を様々な自治
体やNPO、個人の市民活動として展開するごく限
られた人々の取り組み以外には、ほとんど対応
策も講じられることなく放置されている状況に
あると言わざるを得ない。 
 子どもと生きる人生を若年で決断する背景に
は、多様な要因が合わさっている。この調査に
かかわって以降、10代親支援研究を15年以上続
けてきた私にとって、そうした状態への対応と
して重要な視点は、「生み育てる主体として尊
重し、支援の対象として認め支えること」であ
る。 
 現代社会での妊娠・出産・子育ては、女性の
キャリア形成にとって、どのような年齢にあっ
てもベストな時期はなく、相対的にどうかとい
うことでしかないといえる。だから、若年で妊
娠し困難を抱えた女性が、喜びの中で出産を迎
え、子育てを実現するためには、子ども期の母
親に求められる大人としての役割を、支え、安
心して地域で子育てできる支援の仕組みを創り
出すことが必要である。保護下から地域での子
育てへのソフトランディングのためには、地域
での支援が、重層的、継続的に必要である。そ
れがないがゆえに、若年の親を孤立に追い込む
ということは避けなければならない。 
 2016年には八王子市、2017年には西東京市
で、保育所入所基準に、父母いずれかが18歳未
満の親である場合の優先入所が、子育て支援の
一環として採用された。子ども期の保証と子育
てサポート機能としての保育所の活用である。 
若年親をやさしく受け止め、支える地域からの
メッセージとして広めたい取り組みである。 
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